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会 議 録

会議の名称 令和６年度 第２回本庄市都市計画審議会

開 催 日 時 令和６年１０月２９日（火）
午後２時 00 分から

午後４時 00 分まで

開 催 場 所 本庄市役所６階 大会議室

出 席 者

（会 長）細田 隆会長

（委 員）真下 敏明委員、江原 貞治委員、田端 講一委員、

谷田 裕之委員、小賀野 健司委員、山田 康博委員、

柿沼 綾子委員、小林 猛委員、酒井 敦司委員、

内田 信哉委員、前川 博昭委員、

髙橋 勉委員

（事務局）【都市整備部】齊藤 順一部長、長嶋 達也次長

【都市計画課】武正 和敏課長、山田 修課長補佐、

梅本 悠斗主事、狩野 美咲主事補、

久保 愛美主事補

【建築開発課】為貝 研一課長、中 彰太郎主任

【市街地整備室】矢部 あゆ佳主任、井上 拓哉主事

【上下水道部】高柳 徹也部長

【下水道課】金井 理史課長、宮城 泰明課長補佐、

小浦方 康司主査、根岸 徹主査

【埼玉県建築安全課】佐川 冬樹主幹、石黒 義人主任

欠 席 者 岩﨑 榮委員、中洲 啓太委員

議 題

（次 第）

次第１ 開会

次第２ 諮問及び副市長挨拶

次第３ 議事

(審議事項)

第１号 本庄都市計画下水道（雨水）の変更について

（本庄市決定）

第２号 児玉都市計画下水道（雨水）の変更について

（本庄市決定）

第３号 本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置につ

いて（埼玉県許可）

第４号 令和６年度第１回本庄都市計画審議会議案第１号本

庄都市計画土地区画整理事業の変更に関する追加審

議について（本庄市決定）
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次第４ その他

次第５ 閉会

配 付 資 料
・配布資料一覧表 ・次第 ・席次表 ・委員名簿 ・議案概要一覧表

・議案書

その他特記事項

主 管 課 都市整備部 都市計画課

会 議 の 経 過

発 言 者 発言内容・決定事項等

事務局

(都市計画課長)
定刻になりましたので、ただいまより令和６年度第２回本庄市都市計画審

議会を開催いたします。

本日はお忙しい中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。

私は進行を務めさせて頂きます、都市計画課長の武正でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが、事務局の進行・説明につき

ましては、着座にて失礼いたします。

はじめに、本日の委員の出席状況についてご報告いたします。

本庄市都市計画審議会条例第６条第２項では、審議会は、委員及び議事に

関係ある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができないと

規定しております。本日ご出席頂いております委員は１５名中現在１３名

でございます。したがいまして、２分の１以上の定数に足りておりますの

で、本日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。

なお、本審議会は、本庄市都市計画審議会規則第２条に基づき、審議会を公

開といたします。

また、同規則第３条に基づき、本審議会の開催について市のホームページ

で公表し、審議会の傍聴についてご案内したところ、今回は傍聴の申し込

みはございませんでしたので、ご報告させて頂きます。

なお、本審議会の会議録につきましては、本庄市都市計画審議会規則第５

条に基づき、議決により非公開とした部分を除いた上で、市のホームペー

ジ等により発言者名を付して公表することになりますので、ご承知おきく

ださい。

また、会議録作成のため、録音させて頂いておりますので、よろしくお願い

いたします。
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事務局

(都市計画課長)
続きまして、山下部副市長から細田会長に諮問させて頂きます。

なお、議案第 3号については、埼玉県が許可する都市計画となり、建築基
準法第 51条ただし書きの規定により許可権者である埼玉県知事が本審議
会に諮問するものとなりますので、副市長より代読いたします。

山下部副市長 本庄市都市計画審議会条例第２条の規定に基づき、次の事項について諮問

します。

議案番号１ 本庄都市計画下水道（雨水）の変更について（本庄市決定）

議案番号２ 児玉都市計画下水道（雨水）の変更について（本庄市決定）

議案番号４ 令和６年度第１回本庄市都市計画審議会

議案第１号本庄都市計画土地区画整理事業の変更に関する追

加審議について（本庄市決定）

以上、諮問いたします。

事務局

(都市計画課長)
続きまして、議案第３号について諮問書の代読をお願いいたします。

山下部副市長 本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置について、建築基準法第

５１条ただし書きの規定により、貴審議会の意見を求めます。

事務局

(都市計画課長)
ありがとうございました。次に、山下部副市長よりご挨拶を申し上げます。

山下部副市長 改めまして皆様こんにちは。

本来であれば吉田市長が皆様方にご挨拶申し上げるところでございます

が、先ほど事務局からご案内がありました通り公務で出席できないという

ことで、代理で出席させていただきました。ご容赦いただきたいと思いま

す。

本日は、本年度、第２回目の都市計画審議会です。

都市計画審議会は、都市計画にかかる重要な案件についてご審議頂く場で

あり、委員の皆様の深い見識や、まちづくりに対する熱い思いは、本市のま

ちづくりに、大きな力となります。私も、大変心強く思っています。

本日の審議事項は、本庄市決定の「本庄都市計画下水道（雨水）の変更」、

「児玉都市計画下水道（雨水）の変更」、埼玉県許可の「本庄都市計画区域

におけると畜場の敷地の位置について」及び本庄市決定の「本庄都市計画

土地区画整理事業の変更に関する追加審議」の４件です。

本庄・児玉都市計画下水道（雨水）については、令和２年度に変更した計画

や認可等に基づき現在、整備を進めておりますが、栗崎地区及び児玉町児

玉の下町地区における雨水管渠基本設計を行ったところ、都市計画のその

他施設として、雨水流出抑制施設（調整池等）を位置づける必要が生じまし

たので、都市計画（雨水）を変更するものです。

本庄都市計画区域における、と畜場の敷地の位置に関する埼玉県許可につ

いては、協同組合本庄食肉センターにおける と畜場の敷地の位置が、都市
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計画上支障がないと認められるかについてご審議いただくものです。

本庄都市計画土地区画整理事業の変更については、栗崎地区の一部を本庄

新都心土地区画整理事業区域から除外することについて令和６年度第１回

本庄市都市計画審議会の追加審議をするものです。

委員の皆様から忌憚のないご意見をいただきながら、慎重なご審議をいた

だきたいと思っております。

委員の皆様方におきましては、非常に暑い夏が過ぎ、寒暖差の激しい日々

が続いているかと思いますが、どうか健康には十分にご留意されまして、

ご尽力いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局

(都市計画課長)
ここで誠に申し訳ございませんが、副市長は別の公務のため退席させて頂

きます。

事務局

(都市計画課長)
次に、議事に入ります前に、本日の資料を確認させて頂きたいと存じます。

本日の会議資料は、事前に郵送いたしました資料と当日資料として「席次

表」を机上に置かせて頂きました。お配りした資料は事前に郵送いたしま

した「配布資料一覧表」のとおりでございます。

資料の不足等ございましたらお知らせください。

よろしいでしょうか。

それでは、これより議事に入らせて頂きたいと思います。議事進行につき

ましては細田会長にお願いしたいと存じます。

細田会長 改めまして、委員の皆様方には、ご多忙中のところ、本庄市都市計画審議会

にご出席頂き、感謝申し上げます。審議に当たりましては、慎重かつ効率的

に進めさせて頂きますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

細田会長 それでは、まず、本日の非公開議案等についての審査をいたします。

本庄市都市計画審議会規則第２条では、「審議会の会議は、公開とする。た

だし、公正かつ円滑な議事の運営に支障が生じると認められる場合であっ

て、出席した委員の３分の２以上の多数で議決したときは、非公開とする

ことができる」とされております。

私といたしましては、本日は非公開にすべきと思う案件はございません。

規則第２条に基づき非公開事項に該当する議案がございましたら、ご提案

をお願いいたします。

（提案なし）

それでは、本日非公開とする議案はなしということで進めさせて頂きたい

と存じます。

それでは、次第に従いまして、議事に入らせて頂きます。審議事項は、第１

号「本庄都市計画下水道（雨水）の変更について」、第２号「児玉都市計画
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下水道（雨水）の変更について」、第３号「本庄都市計画区域におけると畜

場の敷地の位置について」、第４号「令和６年度第１回本庄市都市計画審議

会 議案第１号本庄都市計画土地区画整理事業の変更に関する追加審議に

ついて」でございます。

議案第１号から第 2号までが関連しているようですので事務局より一括し
てご説明をお願いいたします。

事務局

(根岸主査)
下水道課工務係の根岸と申します。

それでは、議案第１号、本庄都市計画下水道（雨水）の変更についてご説

明させていただきます。

本庄都市計画下水道（雨水）については、令和２年度に変更した計画に基

づき現在、整備を進めておりますが、令和４年度に栗崎地区における雨水

管渠基本設計を行ったところ、都市計画のその他施設として、調整池を位

置づける必要が生じたことから、変更を行うものです。

１ページ目をご覧ください。

１．下水道の名称、２．排水区域、３．下水道管渠については、変更はな

く、汚水面積は現在の計画と変わらず約１，２２４ha、雨水面積について
も現在の計画と変わらず約１，２０３haとなっております。
４．その他の施設として、新たに栗崎調整池を位置づけており、本庄市栗

崎地内に、敷地面積約１０，８００㎡となっております。

２ページ目の総括図ですが、こちらは汚水の図面となっており、現在の計画

と変わらず約１，２２４haとなっております。
３ページ目が雨水の総括図となっており、面積と区域については、変更はあ

りませんが、小さくて見えづらいですが、赤く囲われた箇所に新たに栗崎調整

池を位置づけております。

４ページ目の図面は、少し拡大した図面となりまして、下の赤く塗られてい

る部分が栗崎調整池で、場所といたしましては、県道本庄寄居線の西側で小山

川の北側に位置しております。

５ページ目は、調整池の計画図となりまして、面積約１ha、貯留量約５，０
００立方メートルの計画でございます。

本庄都市計画下水道（雨水）の変更についての説明は以上です。
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事務局

(根岸主査)
事務局

(根岸主査)

続きまして、議案第２号、児玉都市計画下水道（雨水）の変更についてご説

明させていただきます。

児玉都市計画下水道（雨水）につきましても、令和２年度に変更した計画に

基づき現在、整備を進めておりますが、令和３年度に児玉町児玉の下町地区に

おける雨水管渠基本設計を行ったところ、都市計画のその他施設として、貯留

施設を位置づける必要が生じたことから、変更を行うものです。

６ページ目をご覧ください。

１．下水道の名称、２．排水区域、３．下水道管渠については、変更はなく、

汚水面積は現在の計画と変わらず約３５９ha、雨水面積についても現在の計画
と変わらず約３２４haとなっております。
４．その他の施設として、新たに１号貯留施設と２号貯留施設を位置づけてお

り、児玉町児玉地内に、１号貯留施設、約２，１２０㎡、２号貯留施設、約１，

３００㎡の敷地面積となっております。

７ページ目の総括図ですが、こちらは汚水の図面となっており、現在の計画と

変わらず約３５９haとなっております。
８ページ目が雨水の総括図となっており、面積と区域については、変更はあり

ませんが、赤く囲われた箇所に新たに１号貯留施設、２号貯留施設を位置づけ

ております。

９ページ目の図面は、少し拡大した図面となりまして、下の赤く囲われてい

る部分が児玉町児玉の下町地区の貯留施設で、場所といたしましては小山川の

西側で県道熊谷児玉線の北側に位置し、南側が１号貯留施設、北側が２号貯留

施となっております。

１０ページ目は、調整池の計画図となりまして、１号、２号貯留施設を合わ

せて面積約０．３ha、貯留量約５，５００立方メートルの計画でございます。

都市計画変更手続きの経緯ですが、本庄都市計画下水道と児玉都市計画下水

道ともに、９月１１日に公聴会を行い、意見はありませんでした。

次に、９月１８日に知事協議を行い、９月３０日の回答で意見はありません

でした。

縦覧については、１０月７日から１０月２１日まで行い、こちらについても

意見はありませんでした。

以上で、議案第１号、議案第２号の説明を終了させていただきます。

細田会長 ただいまの議案第１号から第４号までのご説明について、何か質疑、ご意

見などございますか。

小林委員 汚水面積と雨水面積の数字がなぜ違うのか説明していただけますか。
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事務局

(宮城課長補佐)
下水道課の宮城と申します。ご質問いただいた汚水と雨水の面積の違いで

すが、汚水については令和２年度に都島処理区２１haと平成２７年度に児
玉工業団地３５haを編入しておりその面積の差でございます。

小賀野委員 １ページと６ページの４.その他の施設で（ ）変更前とありますが、表の

（ ）には変更前の数字など何も入らなくてよいのでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
１ページの栗崎調整池、６ページの１号貯留施設、２号貯留施設は変更前

はなく、今回新たに位置づけることから（ ）内が空欄になっておりま

す。

前川委員 追加ということで、こういう文書は追加と書けないのですか。

民間ですと通常こういう場合は追加と書くのですが、市役所の文書はでき

ないのでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
標記の仕方につきましては内部で精査し検討してまいります。

前川委員 新規追加と書けば皆さん迷わなかったのかなと思います。

細田会長 前川さんのご意見のとおりで、タイトルが都市計画下水道の変更というの

が、今回は施設のみの追加ですが、全体の変更として変更という言葉を使

っています。様式が定まっていないのであれば、追加したものがわかりや

すいように表記していただければと思います。前川委員、表記の仕方につ

いては事務局で検討していただくということでよろしいですか。

前川委員 はい。

小林委員 ５ページの栗崎調整池が２段になっていて、通常低いところに合わせた方

が水を貯める量が増えて望ましいと思いますが、２段にした理由を教えて

いただきたいです。

事務局

(宮城課長補佐)
栗崎地区の調整池につきましては、小林委員のおっしゃるとおり２段の構

造になっております。この理由につきましては、栗崎地区の排水区域と早

稲田からくる雨水量を考慮しています。また、栗崎南側の都市計画を将来

的に見据えて、雨水量に応じて上段部分を削って利用できるような構造に

なっております。

小林委員 池は使ううちに、落ち葉や土砂で池の底が浅くなることが考えられますが、

先を見越して、当初から余裕をもって考えるのが望ましいと思いますがい

かがでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
小林委員のおっしゃるとおり将来を見込んで下げるという考えもあります

が、まだ、栗崎南部の計画が定まっていないので、今回の下水道事業認可と

いたしましては、栗崎地区の排水区域の面積に合わせた認可ということで

計画しておりますので、２段式の構造で進めたいと市は考えております。

落ち葉や土砂により池の底が浅くなることについては、下水道課で適切に

維持管理をして参ります。
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細田会長 おそらく設計する側は、設計基準があってそれに基づいて設計されている

のかなと思います。維持管理につきましては、ビオトープとして利用する

など全国に色々な事例があるかと思いますが、雨が降らないときはどのよ

うな状態をイメージしているのでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
ビオトープも検討しましたが、現時点では通常は水がない状態をイメージ

しております。

真下委員 １点質問ですが、この予定地の所有者は本庄市でしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
栗崎調整池につきましては、本庄市民の方で、児玉の貯留施設は１名市外

の方がおり、その他は本庄市民の方です。

真下委員 計画が決まってから用地買収するということで、予定通り進められそうで

すか。

事務局

(宮城課長補佐)
事前に地権者には交渉しており、強い反対意見は今のところございません。

酒井委員 下水道の計画を進めるにあたって調整池が必要で都市計画に位置付けると

いうのは分かりました。参考までに、栗崎と児玉の図面をみると栗崎は池

の形状で、児玉は箱型なのでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
児玉につきましては確保できる用地が少なく１号、２号と分散もしている

ので、箱型になっております。

酒井委員 箱型の方は中に堆積物が入らないように工夫すれば何とかなりそうですか

ね。池の維持管理は確定していないとのことなので、しっかり検討してい

ただければと思います。

前川委員 当初の計画ではその他の施設は天神橋中継ポンプ場だけだったということ

でしょうか。

当初調整池は計画されていなかったのでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
委員のおっしゃるとおりで当初は天神橋中継ポンプ場のみを位置付けてお

り、今回新たに調整池を位置付けます。

内田委員 小林委員の補足になるかと思いますが、異常気象で１時間に１００㎜のゲ

リラ豪雨も起きているので、当初から多めに貯められるよう設計したらど

うでしょうか。

事務局

(宮城課長補佐)
今回の調整池につきましては、降雨強度５７㎜で設計しております。今ま

でも５７㎜で雨水計画をしてきました。基本設計で精査した結果、問題な

いと判断しております。

細田会長 ほかにございませんか。

ご質問も無いようですので、次の議案に行きます。議案第３号について埼

玉県のご担当者が来ているということで、ご説明お願いいたします。
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事務局

(佐川主幹)
埼玉県都市整備部建築安全課の佐川でございます。それでは、議案第３

号本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置について、ご説明いたし

ます。恐れ入りますが、着座にて失礼いたします。議案書は１１ページから

１３ページになります。正面のスクリーンをご覧ください。

はじめに、建築基準法第５１条の制度概要についてご説明いたします。

都市計画区域内において、と畜場等の用途に供する建築物は、都市計画に

おいてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、または増

築することができません。ただし、特定行政庁が、都市計画審議会の議を経

て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、又は、

政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合におい

ては、この限りではありません。

政令で定める規模の範囲とは、当該許可を受けたと畜場の用途に供する

建築物は、増築後の延べ面積の合計が当該許可に係る建築の延べ面積の合

計の１．５倍以下又は７５０㎡以下のものをいいます。

なお、先ほど申し上げました特定行政庁とは、建築行政の指導権限を持

つ地方公共団体の長のことで、埼玉県内では、さいたま市など 12市の各市
長または埼玉県知事が該当します。

続きまして、計画概要についてご説明いたします。今回の計画は、と畜場

の増築及び敷地拡張するものです。なお、計画に伴う獣畜の処理頭数の変

更はございません。

申請者は、協業組合本庄食肉センターであり、敷地は、市街化調整区域内

の本庄市大字 杉山、大字 小島に位置し、用途地域の指定はございません。

増築する建物は、２階建てのと畜場棟及び平屋の堆肥舎棟になります。当

該敷地は、平成１３年６月８日に建築基準法第５１条に基づく、と畜場の

敷地の位置の許可を受けています。

続いて、諮問理由です。このたび、本県では、申請者からの施設増強等に

伴う計画が提出され、増築後の延べ面積が、平成１３年６月８日付の許可

で定める延べ面積３，７００．０１㎡に対して、１．５倍の５，５５０．０

２㎡を超える、６，５０１．０３㎡であることから、建築基準法第５１条た

だし書の規定による許可の申請を受けました。

内容を審査したところ、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認め

られるので、建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、許可権者であ

る埼玉県知事が本審議会に諮問するものです。

続きまして、今回の敷地の位置についてご説明いたします。議案書の１

２ページをご覧ください。敷地の位置は、「本庄都市計画区域内」にござい

ます。本庄都市計画区域は、本庄市の行政区域のうち、児玉都市計画区域及

び都市計画区域外の区域を除いた本庄市の一部となっております。敷地は、

画面中央の赤く塗った場所でございます。ＪＲ高崎線神保原駅から北東へ
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事務局

(佐川主幹)
約１．６キロメートルの地点にあり、所在地は、本庄市 大字 杉山 字 宝光

渕１１５､１１５－３、１１５－４、１２１－１、１２１－３、１２２、１

２４、１２５－２、１２６、大字 小島 字天神下４１５－２、４１５－６、

４３２、４２９、４２８、４２７、４２５、４６２－１、４６２－５、４６

５－１０、４６５－５、４６５－１、４６４、４３１の一部、４１５－１の

一部でございます。

次に、車両の搬出入経路でございますが、国道１７号に接続する市道２

０１号線及び市道１１２９号線を通って搬出入し、市道１１０７号線及び

市道１１２９号線に接続する県道沼和田・杉山線を通って搬出する予定で

ございます。

続きまして、施設の配置についてご説明いたします。議案書の１３ペー

ジをご覧ください。赤く囲まれている部分が敷地の位置で、敷地面積は２

１８２２．１５平方メートルでございます。赤線一点鎖線が、敷地拡張部分

を示しております。また、水色で示した部分は、既存建築物を、青色で示し

た部分は新築する建築物であり、先ほどご説明したとおり、増築棟及び堆

肥舎棟の計２棟を増築いたします。堆肥舎棟の横には、臭気対策としてコ

ンポストを設置いたします。そして、車両の待機スペースは、敷地内に確保

しております。

最後に、排水設備についてですが、雨水の処理については、雨水浸透槽で

地下浸透します。生活排水及び と畜殺の汚水の処理については、浄化槽に

て適切に処理され、敷地西側の水路にある排水管を経由し、元小山川に放

流しております。

以上が、本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置についての概要

です。当該施設の敷地の位置について、本庄市に意見照会したところ、「支

障ない」旨の回答を得ております。埼玉県といたしましても、この敷地の位

置について、都市計画上支障がないものと考えております。

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。

細田会長 審議の前に事務局に確認いたします。

埼玉県知事から諮問が来ている理由ですが、１１ページの理由書に記載さ

れているとおり、今回の案件は特定行政庁である埼玉県知事が許可するも

ので、その前に埼玉県知事から本庄市都市計画審議会に諮問するという、

建築基準法第５１条ただし書きのとおりということでよろしいですか。

事務局

(佐川主幹)
そのとおりでございます。

細田会長 それでは、本審議会では敷地の位置について都市計画上支障があるかない

かについて、これは既に埼玉県が審査して支障がないと認められる、と理

由書に記載されていますが、それを前提に審議会の皆様に審議していただ

いて意見を求めるということでよろしいでしょうか。
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事務局

(佐川主幹)
そのとおりでございます。

細田会長 それでは議案第３号のご説明について、何かご質問、ご意見などございま

すか。

小林委員 １３ページの市道１１０７号線に面した区域外の２箇所の現在の地目は何

でしょうか。

また、青で塗られた堆肥舎棟が位置付けられていますが、今まではなかっ

たのでしょうか。近隣に支障がない堆肥舎棟なのか教えていただけますか。

事務局

(佐川主幹)
１点目の敷地に含まれていない土地の状況は、農地と確認しております。

２点目の今まで堆肥舎棟はなかったのかということについて、現在は堆肥

置き場と堆肥棟のみで規模を拡大し今回の堆肥舎棟を増築し、隣にコンポ

ストを設置します。今までは堆肥を集めて置いていたのですが、コンポス

トで処理することで臭いなどがこれまでより改善されると聞いておりま

す。

小林委員 今まで堆肥置き場だけで苦情はなかったのでしょうか。また、コンポスト

がわかる説明が必要だと思いますがいかがでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
今まで苦情は受けていないと聞いております。

コンポストの説明がなく大変申し訳ございませんでした。今までは人力で

かき混ぜて堆肥になることを促していましたが、コンポストを利用するこ

とで、機械で効率的に堆肥化でき、容器に囲われているため、臭いも生じに

くいものになります。

小林委員 堆肥を堆積しておくと特に暑い夏は虫、臭いが発生するかと思いますが、

計画者の対応はどうなのでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
臭いは発生してしまいますが、今回本庄市の環境保全条例等によると、悪

臭のかかる特定施設には該当しません。また、当該地域の臭気に対する基

準が農業振興地域内の場合、２１と定められておりまして、事業者が現在

の臭気を測定したところ１８ということで基準値以下になっております。

また、許可を申請するにあたり、近隣の住民に説明をしており、堆肥舎棟の

臭いについては、３方を外壁で囲みなるべく外に臭いが漏れないよう説明

しております。

小林委員 水路が暗渠の部分は詰まりなど問題が起きた場合どう対応するのか。

また、水路の管理者は誰なのでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
水路の管理者は本庄市ですが、万が一水路に問題が起きた場合は本庄市と

事業者で協議し、事業者が対応することを想定しております。

小林委員 暗渠が必要な部分はあると思いますが、後の管理を考えると何か所か開渠

にするといった市からの指導も必要だと思いますがいかがでしょうか。

事務局 本件につきましては、埼玉県の許可にあたり都市計画審議会の議を経ると
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(為貝課長) いうことで、庁内の関係部署に意見照会をしており、道路管理課や道路整

備課から意見はいただいておりませんが、メンテナンス等について本審議

会で意見が出たと申し伝えるのでいかがでしょうか。

細田会長 確かにこの図面１枚だと読み取れない情報がまだあるということ、また暗

渠については記載がありますが詳細がわからず、心配になるかと思います。

雨水と汚水の敷地外への排出、公共用水域への排出については、詳しい図

面があるのであれば、構造をもう一度確認していただき、心配であれば再

審議という考えもあるかと思います。また、別のやり方として、事務局から

図面を見せていただいて、委員の皆様には書面でお伝えするという考えも

あるかと思います。

田端委員 農業委員会も５条申請を受けまして、本庄市農業委員会としては本庄市都

市計画審議会での審議を経るという、条件付きで県に申達しております。

今後は、本日の審議を経て、農業委員会は県への手続を進めることになり

ます。

細田会長 事務局の方で何か説明がありますか。

事務局

(佐川主幹)
１点説明が不足していたのですが、敷地の北側に暗渠とありますが、実際

の排水経路は南側の元小山川に排水され暗渠を通らないので、詰まりやす

くなる要素は少なくなることでご心配の部分は減らせるかと思います。

細田会長 この図面だけで情報を読み取り、審議するのはなかなか難しく、事務局の

説明も分かりますが、排水等についての詳しい資料がないので審議するの

は難しいです。今の説明は暗渠の部分に敷地内の排水は入らないというこ

とでよろしいでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
配置図の大動物汚水処理施設と小動物汚水処理施設で処理した水が調整池

につながっております。調整池から東側に青い点線で記載の排水設備があ

り、南側の元小山川に流れるようになっております。

細田会長 汚水の処理を基準以下の放流水質にしてから流すということでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
そのとおりです。

真下委員 と畜場の増築に伴い浄化槽等の汚水処理施設の増築は必要ないのでしょう

か。

事務局

(佐川主幹)
今回増築する部分は事務所等の管理スペースなので必要はありません。

真下委員 規定に則った範囲ということでよろしいでしょうか。

建築の場合非常に厳しくて、建物を増築して人が増えると浄化槽を増築し

なさいといった指導がありますが、今回はすべて確認済みということでよ

ろしいでしょうか。

事務局 許可の審査の中では処理の人数まで確認できていないのですが、建築の計



様 式

13

(佐川主幹) 画の中で基準内に収めていくものだと考えております。

真下委員 手順がわからないのですが、こちらは建築確認が必要な案件なのでしょう

か。

事務局

(佐川主幹)
建築確認は必要な案件でございます。

真下委員 この審議会ではこだわらず、建築確認で確認するということでよろしいで

しょうか。

事務局

(佐川主幹)
そのとおりです。建築確認の審査の中で確認するものとなっております。

真下委員 実は２０年くらい前になりますが、本庄市を流れる元小山川につきまして

は、国からの清流ルネッサンスⅡに指定されており、埼玉県、本庄市、民間

で川の浄化活動を行いました。当時どのようなことが起きたかというと、

原因がここだというのはあとからわかったのですが、ホテルの裏の橋の上

流側の元小山川にヘドロが流れ込んで川に堆積し、かなりひどい状態でし

た。ただ現在は見てのとおり綺麗になっております。そこから２０年経っ

ておりますので法に則って浄化槽などをメンテナンスしていれば良いので

すが、定期的なモニタリング等も必要になってくるのかなと思います。

柿沼委員 今回増築に至った理由は、と畜場で扱う動物の数が増えるからなのでしょ

うか。

事務局

(佐川主幹)
今回増築する理由ですが、獣畜を処理する数は変更ありません。堆肥舎棟

とと畜場棟を増築するのですが、と畜場棟を増築する理由は、動物の個体

が大きくなり事務所の冷蔵庫が足りなくなったためです。堆肥舎棟の理由

は、今までと畜場で発生した堆肥を農家さんに配布していましたが、それ

だけでは余ってしまい産業廃棄物として処理しておりました。コストもか

かっていたので、コンポストを設けて堆肥舎棟作ることで産業廃棄物とし

て処理する必要をなくすためです。

内田委員 と畜場の何が堆肥に当たるのか教えていただきたい。

事務局

(佐川主幹)
解体したときの腸の内容物を堆肥化すると聞いております。

内田委員 堆肥は一般的に糞尿だと思いますが、と畜場は解体して不要になった骨や

腸が堆肥場に堆肥するのではないかと思いますが。

内田委員 結論が出ないようですので、もう１点確認ですが、公害の臭いに対しての

数値をもう一度お願いいたします。

事務局

(佐川主幹)
臭気指数というものがありまして、この地域は２１という数値になってお

ります。現在の堆肥置き場の臭気を事業者が測定したところ１８で基準値

以下に収まっております。臭気の測り方は法律で決まっていると伺ってお

ります。
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内田委員 もし、基準を上回った場合はどうするのでしょうか。

事務局

(佐川主幹)
何かしらの対策を事業者がすることを考えております。

内田委員 家畜の糞尿の臭いがするのかなと想像する中で、私は市営球場の近くに住

んでいるのですが、養鶏場があり生活するうえで臭いに苦労しています。

小島の周辺は将来、道の駅の計画にあたるではないかと思うので、臭いを

残さないよう市役所から指導をお願いしたいと思います。

細田会長 他にご質問ございますか。

ここまで委員の皆様から多くのご質問とご意見をいただきました。時間も

かなり経っております。知事からの諮問を改めてもう一度読み上げますと、

「本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置について（諮問）」、標記

について、建築基準法第５１条ただし書きの規定により、貴審議会の意見

を求める、とあります。

多くのご質問とご意見が出ているので、私としては、ここまでの審議を踏

まえるとまだ事務局から説明が必要であると考えます。

今後の進め方ですが、例えば、今回は許可権者が埼玉県ですので、許可にあ

たっては臭気、水質、交通状況等の周辺環境に配慮して欲しい趣旨で、この

周辺環境というのは周辺との調和という都市計画の考え方に沿ったもので

すが、この部分の説明をさらに求めるのはいかがでしょうか。

小林委員 気になるところは意見が大体出た気がしますが、１つ心残りが、汚水処理

施設から調整池に排水されてから水路に流れるから暗渠は通らないという

説明でしたが、堆肥舎棟と小動物汚水処理施設の上流が暗渠になっていま

すが、一部開渠にするなどといった指導をするのが望ましいと思います。

あとは、会長にお任せします。

細田会長 確かに敷地内の排水処理についても更なる説明を求めたいと思います。

それでは本議案につきましては、埼玉県の事務局に詳細な図面等、説明資

料の提供等を依頼し、答申については議長一任とし、委員の皆様には書面

で報告という形でよろしいでしょうか。

（異議なし）

休憩（５分）

細田会長 次に議案第４号について事務局よりご説明をお願いいたします。

事務局

(梅本主事)
皆様こんにちは。本庄市役所都市計画課の梅本と申します。私からは、議

案第４号「令和６年度第１回本庄市都市計画審議会 議案第１号本庄都市計

画土地区画整理事業の変更に関する追加審議（本庄市決定）」についてご説
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事務局

(梅本主事)

明させていただきます。

議案書１４ページをご覧ください。

本議案につきましては、令和６年 7月 1日の第１回本庄市都市計画審議

会議案第１号にてご審議いただき、「異議なし」と答申をいただきましたが、

追加の審議事項があり、この度再度ご審議いただくものでございます。

令和６年２月１９日に都市計画法第２１条第２項において準用する同法

第１９条第３項の規定による埼玉県知事協議において「都市計画法第１４

条第２項に基づき、施行区域の地区界は、自己の権利に係わる土地が区域

に含まれているかを容易に判断できるように、地形、地物、筆界等をもって

設定すべきであると考える」との意見が付された回答がありました。本来、

当回答の意見につきましては本審議会におきまして当該都市計画案をご審

議いただく際に審議事項とすべきところ、その認識が不足していたことに

より、第１回本庄市都市計画審議会で委員の皆様にご説明しておりません

でした。大変申し訳ございません。

第１回にご説明させていただいた内容の繰り返しにはなりますが、議案

第４号「本庄都市計画土地区画整理事業の変更について」改めてご説明い

たします。

土地区画整理事業の変更でございますが、栗崎地区北部を本庄新都心土

地区画整理事業の施行区域から除くことを予定しております。

図面で説明させていただきますので、２０ページをご覧ください。

左側が変更前、右側が変更後の図面となります。黄色で囲まれている本

庄新都心土地区画整理事業区域約１０１ha のうち、事業未着手となってい

る約２２．６ha の栗崎地区北部を除外し、変更後の図面で北側と南側の赤

で囲まれている区域に変更し、本庄新都心土地区画整理事業区域を約１０

１ha から約７８．４ha に縮小いたします。

区域の縮小に伴い、除外される栗崎北部の区域は平成１５年３月２８日

に当初決定された本庄新都心土地区画整理事業及び本庄早稲田駅周辺土地

区画整理事業の施行区域、今回新たに設定した本庄早稲田駅の新幹線の高

架下、栗崎地区の北部と南部を分ける区域界に囲まれた区域となります。

また、土地区画整理事業の施行区域から除外しない栗崎地区南部は平成

１５年３月２８日に当初決定された本庄新都心土地区画整理事業の施行区

域と今回新たに設定した栗崎地区の北部と南部を分ける区域界に囲まれた

区域となります。

議案書２１ページをご覧ください。

埼玉県知事協議において付された施行区域の区域界に関する意見につい

てご説明いたします。先ほども説明いたしましたが、「土地区画整理事業の

施行区域の地区界は、都市計画法第１４条第２項に基づき、自己の権利に
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係わる土地が区域に含まれているかを容易に判断できるように、地形、地

物、筆界等をもって設定すべきと考える」という回答が埼玉県からござい

ました。

土地区画整理事業の施行区域のうち除外しない栗崎地区南部については

道路境界や水路境界、堤防肩界等の地形地物や筆界、行政界の他に都市計

画道路境界により区域界が設定されています。この都市計画道路境界はま

だ整備されていない都市計画道路の計画線となります。議案書２５ページ

①の都市計画道路３・４・１５号新駅南通り線の計画線による区域界につ

いては現地に土地区画整理事業の施行区域の区域界を示す杭があり、平成

１５年３月２８日に当初決定された本庄新都心土地区画整理事業の施行区

域の区域界から変更はございません。

また、②の都市計画道路３・４・１６号新都心環状線の計画線による区域

界については中心線に座標を持った金属鋲があり、都市計画道路の幅員１

８ｍの半分である９ｍを中心線から測ることにより土地区画整理事業の施

行区域の区域界を示すことができます。しかし、区域界上には地形、地物等

にあたる杭がないため、現地に杭を設置し、区域界に座標を持たせ、区域界

をより明確にすることで地権者等に区域界について説明できるようにいた

します。

続きまして、都市計画を変更するまでの流れについてご説明をさせてい

ただきます。

本日の本庄市都市計画審議会で都市計画の変更について追加でご審議頂

いておりますが、その後、必要な地区施設などの測量等を実施し、測量が完

了する令和７年２月頃に都市計画の変更の告示を行い、都市計画の変更が

完了するという流れとなっております。

以上が栗崎地区における土地区画整理事業についてのご説明になりま

す。

なお、本議案は、令和 6年 7月 1 日に開催された第 1回本庄市都市計画

審議会にてご審議され、同年 7月 12 日に答申いただいた内容に追加して、

諮問させていただきました。

市といたしましては、本日ご審議頂きました上で、答申をいただければ、

その内容を前回の答申内容に追加し、都市計画決定したいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。

細田会長 審議をする前に事務局にお尋ねいたします。

本議案は７月１日に議論して７月１２日に答申をさせていただいた案件

で、埼玉県からの意見が反映されていなかったとのことですが、今回は何
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を審議して採決すれば良いのか、前回との関係をどのように考えているの

か伺いたいです。

事務局

(梅本主事)
先ほどご説明させていただきましたが、埼玉県知事協議において、「都市計

画法第１４条第２項の規定に基づき施行区域の地区界は、自己の権利に係

わる土地が区域に含まれているかを容易に判断できるように、地形、地物、

筆界等をもって設定すべきと考える」という回答が埼玉県からございまし

た。

都市計画道路３・４・１６号新都心環状線の計画線による区域界について

は中心線に座標を持った金属鋲があり、都市計画道路の幅員１８ｍの半分

である９ｍを中心線から測ることにより土地区画整理事業の施行区域の区

域界を示すことができます。しかし、区域界上には地形、地物等にあたる杭

がないため、現地に杭を設置し、区域界に座標を持たせ、区域界をより明確

にすることで地権者等に区域界について説明できるようにします。

このことについて、これでよいかどうかという是非についてご審議、採決

いただきたいと思います。

細田会長 前回の審議会では埼玉県からの意見についての市からの回答や対応につい

てご説明いただいていなかったということですね。

前回の議論をなしにするのではなく、区域界について追加で審議して採決

するということでよろしいでしょうか。

事務局

(梅本主事)
そのとおりです。

細田会長 議案第 4号のご説明について、何か質疑、ご意見などございますか。

細田会長 事務局の説明からすると、所有者は自分の土地がどのようになるかより分

かりやすくなるということでしょうか。

栗崎地区の説明会では意見はなかったということですが、これから杭を設

置することなどについて、地権者の方には説明されますか。

事務局

(梅本主事)
地権者の方についてはこれから説明いたします。

真下委員 前回欠席して議事録を確認できていないのですが、これは本当に土地区画

整理事業から抜けてしまうのでしょうか。

また、新駅南通り線と新都心環状線が途中でなくなるということでしょう

か。

事務局

(梅本主事)
栗崎地区北部については、土地区画整理事業から除外するのですが、用途

地域、地区計画、準防火地域を指定し土地区画整理事業に替わるまちづく

りを進めていきたいと考えております。

真下委員 どんなまちづくりなのでしょうか。

事務局 市街地整備室の矢部と申します。栗崎地区のまちづくりを担当しておりま



様 式

18

(矢部主任) す。栗崎地区のまちづくりについてご説明いたします。

栗崎地区北部につきましては、長年、土地区画整理事業を実施するという

ことでまちづくりを検討していたのですが、区画整理事業の境界から住宅

が滲みだしのように増えております。地権者への説明会、地元の方と、まち

づくり協議会で検討を進めるなかで区画整理に替わる方法で今後まちづく

りを進めていくことになりました。そこで、埼玉県の指針にある地域整備

計画を策定し、道路の整備や水路の改修などを位置付け、計画に基づきま

ちづくりを進めて参ります。昨年１０月に地権者説明会も行っております。

また、新駅南通り線と新都心環状線については都市計画道路の計画につい

ては残っております。

小林委員 南側の太陽光パネルのところは土地区画整理事業区域に含まれているよう

に見えますが、ここは開発ができなく、２０年経ってパネルを交換すれば

また、開発できなくなる。この場所についてどのようにお考えでしょうか。

事務局

(矢部主任)
栗崎地区南部については、引き続き区画整理事業区域になっておりますの

で、ソーラーパネルの地区については地権者と検討を進めて参ります。

小林委員 地権者といっても代が変わって、書面で残していないと予定通りにならな

い場合があるかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

事務局

(矢部主任)
栗崎地区のまちづくりにつきましては、定期的に地権者にまちづくりの進

行状況をお知らせする「まちづくりニュース」を地元のまちづくり協議会

が発行しており、昨年度も栗崎地区の検討状況は全地権者にお知らせして

おります。今後もまちづくりの進行状況をお知らせして参ります。

細田会長 他にご質問、ご意見等ございますか。

細田会長 それではご質疑等もないようですので、ここで質疑等については、終了し

たいと思います。

細田会長 それでは続きまして採決に入ります。

本審議会に諮問されました、議案第１号「本庄都市計画下水道（雨水）の変

更について」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。議案第１号「本庄都市計画下水道（雨水）の変更につ

いて」は原案のとおり可決されました。その旨、市長に答申いたします。

続きまして議案第２号の採決に入ります。本審議会に諮問されました議案

第２号「児玉都市計画下水道（雨水）の変更について」は、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。
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（異議なし）

異議なしと認めます。議案第２号「児玉都市計画下水道（雨水）の変更につ

いて」は原案のとおり可決されました。その旨、市長に答申いたします。

続きまして議案第３号の採決に入ります。本審議会に諮問されました議案

第３号「本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置について」は、審議

の結果、埼玉県に説明資料の提供を求めた上で、答申については議長一任

とすることでご異議ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。議案第３号「本庄都市計画区域におけると畜場の

敷地の位置について」は先ほどのとおり進めたいと思います。

続きまして議案第４号の採決に入ります。本審議会に諮問されました議

案第４号「令和６年度第１回本庄市都市計画審議会 議案第１号本庄都市計

画土地区画整理事業の変更に関する追加審議について」は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。議案第４号「令和６年度第１回本庄市都市計画審

議会 議案第１号本庄都市計画土地区画整理事業の変更に関する追加審議

について」は原案のとおり可決されました。その旨、市長に答申いたしま

す。

細田会長 それでは、本日の議題は以上となりますので、審議を終了とさせて頂き、私

は議長の任を解かせて頂きまして、事務局へ司会進行をお戻しいたします。

ありがとうございました。

事務局

(都市計画課長)
ありがとうございました。

それでは次第に従いまして「その他」について、事務局よりご説明いたしま

す。

事務局

(久保主事補)
今年度の都市計画審議会は今回の第２回都市計画審議会をもって終了とな

ります。来年度の開催は、決まり次第事前に開催通知を送付いたしますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。

事務局

(都市計画課長)
ただいまの説明につきまして、ご質問などございますか。

ご質問がないようですので、閉会に移らせていただきます。
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事務局

(都市計画課長)
本日は、慎重審議ありがとうございました。

これをもちまして、令和６年度第２回本庄市都市計画審議会を閉会いたし

ます。どうもありがとうございました。

【議案第３号「本庄都市計画区域におけると畜場の敷地の位置について」に関する経緯報告】

審議の結果、答申については議長一任とされた議案第３号につきましては、都市計画審議会

の細田会長より、各委員への説明に必要な資料（①臭気、②敷地内外の排水の水質、③通学路

等の交通安全上の対策等、④その他周辺に配慮する事項）の提出について埼玉県に対し、資料

提供を依頼し、埼玉県から文書(写真、図面を含む）にて説明がありました。本審議会における

審議を経て、その後の埼玉県からの提出資料の説明内容を細田会長が精査した結果、埼玉県か

らの説明経緯を記した上で「意見なし」と答申がありました。


